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当組合のジェネリック医薬品使用割合

ジェネリック医薬品とは？

　ジェネリック医薬品は、新薬（先発医薬
品）と同じ主成分で製造されており、同
じ効き目です。

　これまで使用していた薬品を、いきな
りジェネリック医薬品に変えることに不
安がある場合は、期間を区切り、試しに
使用してみることもできます。

　ジェネリック医薬品は、新薬と同様に
国の安全基準を満たしています。

　すべての医薬品にジェネリック医薬品
が存在するわけではありません。

※ ジェネリック医薬品は医師が処方する医薬品ですので、処方箋なしで薬局や薬店で購入することはできません。
　 ジェネリック医薬品への切り替えについては医師・薬剤師にご相談ください。

同じ効き目で価格が安い薬です

「お試し期間」を設けることもできます

安全基準を満たした安心な薬です

使用できない場合もあります

ジェネリック医薬品を利用すると、家計への負担軽減につながります。

　平成 29 年６月９日に閣議決定された「経済財
政運営と改革の基本方針 2017」において、平成
32年９月までに、ジェネリック医薬品使用割合
を 80％以上とする目標値が決定されました。
　当組合の平成 30 年 3 月時点での使用割合は
75.32％です。
　目標値に達成するよう、ジェネリック医薬品
の積極的な利用にご協力をお願いします。

ジェネリック医薬品はこんなにお得です！
　高血圧症や糖尿病等の生活習慣病のように、長い間飲み続ける場合や複数の種類を飲んでいる
場合、ジェネリック医薬品にするとお得です。

①高血圧症　　新薬　11,880 円　→　ジェネリック医薬品　2,160 円 

②糖 尿 病　　新薬　11,880 円　→　ジェネリック医薬品　5,400 円

代表的な薬を１日１回、１年間服薬した場合
年間差額9,720 円

年間差額 6,480 円

ジェネリック医薬品を積極的に利用しましょう！


